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  別表２ 

   

「装備品等秘密の保全に関する特約条項」の一部改正表 

改正前                                        改正後 

第 1条 ［略］ 

第２条  [略] 

２ [略] 

 (1)～(9)  [略] 

  (10) 瑞国秘密情報（防衛装備品及び技

術の移転に関する日本国政府とスウ

ェーデン王国政府との間の協定第四

条に基づく防衛装備品及び技術に係

る情報保護に関する日本国防衛省と

スウェーデン王国を代表する国防装

備庁との間の取決め第１項に規定す

る秘密情報であって、スウェーデン

王国政府から受領したものをいう。

第６条第２項第１０号において同

じ。） 瑞国政府 

 

 

第 1条 ［略］ 

第２条  [略] 

２ [略] 

 (1)～(9)  [略] 

  (10) 瑞国秘密情報（防衛装備品及び技

術の移転に関する日本国政府とスウ

ェーデン王国政府との間の協定第四

条に基づく防衛装備品及び技術に係

る情報保護に関する日本国防衛省と

スウェーデン王国を代表する国防装

備庁との間の取決め第１項に規定す

る秘密情報であって、スウェーデン

王国国防装備庁から受領したものを

いう。第６条第２項第１０号におい

て同じ。）瑞国政府 

  (11) サウジ秘密情報（防衛協力及び交

流の過程で取得される情報の保護に

関する日本国国防省とサウジアラビ

ア王国国防省との間の取決め第１項

ａに規定する秘密情報であって、サ

ウジアラビア王国国防省から受領し

たものをいう。第６条第２項第１１

号において同じ。）サウジ政府 

 (12) ＵＡＥ秘密情報（防衛装備品及び

技術の移転に関する日本国政府とア

ラブ首長国連邦政府との間の協定第

五条に従って作成される防衛装備品

及び技術に係る情報の保護に関する

日本国防衛省とアラブ首長国連邦国

防省との間の取決め第１項３に規定

する秘密情報（「 محظور」に秘密指定

されたものを除く。）であって、ア

ラブ首長国連邦国防省から受領した

ものをいう。第６条第２項第１２号 

 



  ５」 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

第３条～第５条  [略] 

第６条  [略] 

２  [略] 

(1)～(10)  [略] 

 

 

 

第７条～第１８条  [略] 

       において同じ。）ＵＡＥ政府 

 (13) 宇国秘密情報（情報の保護に関す

る日本国政府とウクライナ政府との

間の協定第１条ａに規定する秘密情

報であって、ウクライナ政府から受

領したものをいう。第６条第２項第

１３号において同じ。）宇国政府 

第３条～第５条  [略] 

第６条  [略] 

２  [略] 

(1)～(10)  [略] 

  (11) サウジ秘密情報 サウジ政府 

(12) ＵＡＥ秘密情報 ＵＡＥ政府 

(13) 宇国秘密情報 宇国政府 

第７条～第１８条  [略] 

 


